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ひいらぎ特別支援学校
保護者向け説明会



医学的診断名又は障がい者手帳等により、療育の必要性
が認められる児童。

障がい児福祉サービスとは

児童福祉法に基づき、障がいのある児童に対し、心身ともに

健やかに育成するための支援を行います。
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〇概要〇

〇対象〇

〇利用者負担〇

障がい福祉サービスの自己負担は、所得に応じて
次の３区分の負担上限月額が設定されます。
（①低所得：０円 ②一般１：4,600円 ③一般２：37,200円）



障がい児福祉サービス一覧
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サービス種類 対象 内容

児童発達支援 主に未就学の障害児
就学前の障害のある児童に対して、施設に通所し、日常生
活の基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活へ
の適応訓練、その他必要な支援を行う。

医療型児童発達支援
肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は
医学的管理下での支援が必要と認められた障
害児

肢体不自由の障害のある児童に対して、児童発達支援及び
治療を行う。

居宅訪問型児童発達支援
重症心身障害児等の重度の障害児等であって、
児童発達支援等の障害児通所支援を受けるた
めに外出することが著しく困難な障害児

障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の
指導、知識技能の付与その他必要な支援を行う。

放課後等デイサービス
学校教育法に規定する学校（幼稚園、大学を除
く）に就学している障害児

学校就学中の障害のある児童に対して、放課後や夏休みな
どの長期休暇中において、生活能力向上のために必要な訓
練、社会
との交流の促進その他必要な支援を行う。

保育所等訪問支援
保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定
こども園その他児童が集団生活を営む施設に通
う障害児

保育所等を訪問し、障害児に対して、集団生活への適応の
ための専門的な支援その他必要な支援を行う。
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放課後等デイサービスについて
【事業の概要】

就学している障がい児に対し、放課後や夏休み等の長
期休暇中において、社会との交流の促進や生活能力向
上のための訓練などを継続的に提供することにより、
個々の子どもの状況に応じた発達支援を行う。

【対象】

学校教育法に規定する学校に就学している

6歳～18歳の障がいのある児童
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【内容】

放課後や長期休暇中に以下の視点を踏まえた多
様なメニューを設け、本人の希望・療育目標に応じ
たサービスを提供。 （※個別支援計画を立てて支援を行う）

• 自立した日常生活を営むために必要な訓練
• 創作活動
• 地域交流の機会の提供
• 余暇の提供

ご不明な点がありましたら、
各相談窓口へお問い合わせください。
（Ｐ．９、１０ 参照）
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保育所等訪問支援について
【事業の概要】

保育所等を訪問し、障がい児に対して、障がい児以外の
児童との集団生活への適応のための専門的な支援そ
の他必要な支援を行う。

【対象】
保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校など、

児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令

で定めるものに通う障害のある児童
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【内容】

発達の心配や障がいのあるお子さんが通う、

保育園、幼稚園、学校等を支援員が訪問し、そこ

で働く先生方に、専門的な見地から助言し、子ど

もたちが集団生活にうまく適応できるように支援

する。 （※個別支援計画を立てて支援を行う）
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• 子どもへの｢直接支援｣
• スタッフへの｢間接支援｣
• 保護者への丁寧な報告



サービス利用の流れ

①相談

発達支援相談あゆみ、障がい者相談支援センターなど

②障害児支援利用計画の作成

③子育て相談課へ申請手続き

※障がい者手帳または診断書（医師の意見書）等の提出

④支給決定（受給者証の発行）

⑤放課後等デイサービスの利用開始
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🌷お気軽にお問合せください🌷

半田市子育て相談課発達支援担当（半田市役所内）

（０５６９）８４－０６５７

発達支援相談あゆみ（半田市役所内）

（０５６９）２１－６０７７

半田市障がい者相談支援センター（雁宿ホール内）

（０５６９）２１－５５８５
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